








第５章　まほろんの条例・規則

　　　白河館平面図

　　　白河館配置図

室　　名 面積 備　　考 室　　名 面積 備　　考
常設展示室 510 車庫 53
特別展示室 126 搬入スペース 115
講堂 143 荷解室 103
研修室 51 特別収蔵庫 104
実習室 61 特別収蔵庫前室 21
体験活動室 64 一般収蔵庫 2,761 積層棚2層目部分2,263
陶芸窯室 16 警備員室 22
閲覧・相談コーナー 25 休憩室 25

エントランスホール・プロムナードギャラリー 390 展示準備室 43
事務室 104 撮影室 39
会議室 47 その他 516
館長室 36 合　計 5,400
印刷室 16

体験学習館 93
救護室 9

　主要緒室面積表（㎡）
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第５章　まほろんの条例・規則

１　福島県文化財センター白河館条例
（平成13年３年27日 福島県条例第43号）

　（設　置）
第一条　地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第
二百四十四条第一項の規定に基づき、文化財等を保管し、
又は活用することにより、県民の文化の振興に資するた
め、福島県文化財センター白河館（以下「白河館」とい
う。）を設置する。
　（位　置）
第二条　白河館は、白河市白坂字一里段八十六番地に置
く。

（平一八条例五一・一部改正）
　（業　務）
第三条　白河館において行う業務は、次のとおりとする。
一　考古資料の保管及び展示、考古資料以外の文化財の
展示並びに文化財に関する資料の保管及び展示に関する
こと。
二　文化財に関する講演会、講習会等の開催に関するこ
と。
三　文化財等を活用した体験学習の実施に関すること。
四　文化財に関する情報の収集及び提供に関すること。
五　文化財に関する調査、研究を担当する市町村等の職
員の研修に関すること。
六　考古資料の保管及び文化財の活用に関する専門的又
は技術的な調査研究に関すること。
七　前各号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成
するために必要な業務に関すること。
　  （指定管理者による管理）
第四条　白河館の管理は、福島県公の施設の指定管理者
の指定の手続等に関する条例（平成十六年福島県条例第
六十八号）の定めるところにより教育委員会が指定した
法人その他の団体（以下「指定管理者」という。）に行
わせるものとする。

（平一七条例一〇七・追加）
　  （指定管理者が行う業務の範囲等）
第五条　指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
一　第三条各号に掲げる業務に関すること。
二　白河館の維持管理に関すること。
三　前二号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定め
る業務に関すること。
２　指定管理者は、業務の遂行に当たっては、県民の平
等な利用を確保しなければならない。
３　指定管理者は、業務の遂行上知り得た個人情報（個
人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は
識別され得るものをいう。）その他の情報を適切に取り
扱わなければならない。

（平一七条例一〇七・追加）
　  （遵守事項）
第六条　白河館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守
しなければならない。
一　白河館の施設、附属設備、展示品等をき損し、又は
汚損しないこと。
二　物品を販売し、又は頒布しないこと（教育委員会の
許可を受けた場合を除く。）。
三　館内において、展示品の模写、模造、撮影等を行わ
ないこと（教育委員会の許可を受けた場合を除く。）。

四　所定の場所以外の場所において、喫煙又は飲食を行
わないこと。
五　他の利用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこ
と。
六　前各号に掲げるもののほか、管理上教育委員会が指
示する事項

（平一七条例一〇七・旧第四条繰下）
　（入館の規制等）　
第七条　指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する
者に対し、入館を拒否し、又は退館若しくは退去を命ず
ることができる。
一　前条の規定に違反した者
二　白河館の施設、附属設備、展示品等をき損し、又は
汚損するおそれのある者
三　館内の秩序を乱し、又はそのおそれのある者

（平一七条例一〇七・旧第五条繰下・一部改正）
　（使用料の不徴収）
第八条　白河館の使用料は、徴収しない。

（平一七条例一〇七・旧第六条繰下）
　（委　任）
第九条　この条例に定めるもののほか、白河館の管理そ
の他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規
則で定める。

（平一七条例一〇七・旧第八条繰下）
附　則
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

（平成一三年教委規則第一六号で平成一三年七月一五日
から施行）
附　則（平成一七年条例一〇七号）
１　この条例は、平成一八年四月一日から施行する。
２　改正後の福島県文化財センター白河館条例第四条の
規定による指定管理者の指定の手続は、この条例の施行
の日前においても行うことができる。
附　則（平成一八年条例第五一号）
この条例は、公布の日から施行する。

２　福島県文化財センター白河館条例施行規則
（平成13年３月27日 福島県教育委員会規則第３号）

 （休館日）
第一条　福島県文化財センター白河館（以下「白河館」
という。）の定期の休館日は、次のとおりとする。
一　月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律

（昭和二十三年法律第百七十八号）第三条に規定する休
日（以下「休日」という。）に当たるときを除く。
二　休日の翌日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は
休日に当たるときを除く。
三　一月一日から同月四日まで及び十二月二十八日から
同月三十一日まで
２　指定管理者（福島県文化財センター白河館条例（平
成十三年福島県条例第四十三号）第四条に規定する指定
管理者をいう。以下同じ。）は、必要があると認めると
きは、あらかじめ福島県教育委員会教育長（以下「教育
長」という。）の承認を得て、臨時に休館し、又は臨時
に開館することができる。

（平一七教委規則一六・一部改正）

第５章　まほろんの条例・規則
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　（開館時間）
第二条　白河館の開館時間は、午前九時三十分から午後
五時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると
認めるときは、あらかじめ教育長の承認を得て、これを
臨時に変更することができる。

（平一七教委規則一六・一部改正）
　（文化財等の特別利用）
第三条　白河館が保管している文化財等を学術上の研究
その他の目的のため特に利用しようとする者は、教育長
の承認を受けなければならない。

　（委　任）
第四条　この規則に定めるもののほか、白河館の管理そ
の他この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定め
る。
附　則
この規則は、福島県文化財センター白河館条例（平成
十三年福島県条例第四十三号）の施行の日から施行する。

（施行の日＝平成一三年七月一五日）
附　則（平成一七年教委規則第一六号）
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

まほろんの利用案内

開館時間　・午前９時30分～午後５時（入館
は午後４時30分まで）

休 館 日　・毎週月曜日（国民の祝日の場合は
その翌日、ＧＷ・夏休み期間中は
開館）

　　　　　・国民の祝日の翌日（ただし土・日
にあたる場合は開館）

　　　　　・年末年始（12月28日～１月４日）
入 館 料　・無料
交通案内　・ＪＲ東北本線白河駅、ＪＲ東北新

幹線新白河駅から白河市循環バ
スまほろんバス停下車

　　　　　・ＪＲ東北本線白河駅、ＪＲ東北新
幹線新白河駅から福島交通バス

（白坂駅経由白坂・白坂駅行き）
まほろんバス停下車

　　　　　・ＪＲ東北本線白河駅、ＪＲ東北新
幹線新白河駅からＪＲバス（棚倉
行き）南湖公園下車徒歩25分

　　　　　・東北自動車道白河Ｉ．Ｃ．から車
で20分

そ の 他　・屋内、屋外に多目的トイレを備え
ています。車いす、ベビーカーも
用意しています。
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